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本資料は、学校保健法第２９条に基づき、桜川小学校で策定している

「危機管理マニュアル」のうち、震災編のみ抜粋したものとなります。

板橋区立学校では、子どもたちが在校時において、震度５弱以上の地震

が発生した際には、原則として保護者に引き渡すことになっています。

本資料の公開にあたっては、学校と地域、保護者の皆様が震災発生時の

対応について共有することで、子どもたちの安心・安全確保につなげて

いくことを目的としています。 



１ 大地震発生時の対応 
（１）「東海地震に関連する情報」の情報の区分 

「東海地震の発生の恐れがある」と結論付ける(判定する)と「数時間以内、もしくは２～３日以内に発生する」
と踏みこんだ判断をして公表する。これが「予知情報」。 
●「東海地震」の影響 
東京都の受ける震度は「５強」程度と予想されている。 
【５強の揺れの内容】     

■屋内の状況   棚にある食器類、書棚の本の多くが落ちる。 
テレビが台から落ちることがある。 
タンスなど重い家具が倒れることがある。 
変形によりドアが開かなくなることがある。 

■屋外の状況   補強されていないブロック塀の多くが崩れる。 
据え付けが不十分な自動販売機が倒れることがある。 
自動車の運転が困難となり、停止する車が多い。 

■木造建物   耐震性の低い住宅では、壁や柱がかなり破損したり、傾いたりするものがある。 
■鉄筋・コンクリート・造建物 

耐震性の低い建物では、壁、梁、柱などに大きな亀裂が生じるものがある。 
耐震性の高い建物でも、壁などに亀裂が生じるものがある。 

■ライフライン 家庭などにガスを供給するための導管、主要な水道管に被害が発生することがある。 
一部の地域でガス、水道の供給が停止することがある 

■地盤・斜面   軟弱な地盤で、亀裂が生じることがある。 
山地で落石、小さな崩壊が生じることがある。 

★大震災発生直後の第一次交通規制 
多摩川、国道２４６号線および環状７号線を結ぶ内側の区域は、全面車両通行禁止となります。 
国道１６号線以東の都県境では、車両の都内への流出入が禁止されます。 
国道１６号線の西側から都心方向へは車両進入禁止となります。 

★被災地域や被災状況が判明した段階で、第二次交通規制に変更します。 
第一次交通規制で実施中の通行禁止区域を被災地域や被災状況に応じて次のように拡大または縮小。 
○下町区域に被害が集中しているとき 
○環状 5 号線内側区域に被害が集中しているとき→環状５号線内側区域が全面車両通行禁止。 
○環状 6 号線内側区域に被害が集中しているとき→環状６号線内側区域が全面車両通行禁止。 
○環状 7 号線内側区域に被害が集中しているとき→環状７号線内側区域が全面車両通行禁止。 
○環状 8 号線内側区域に被害が集中しているとき→環状８号線内側区域が全面車両通行禁止。 

(2)「警戒宣言」が発令された場合の対応 
警戒宣言が発令された場合、学校は授業等を中止し、児童の安全確保のために必要な対策を実施する。 
●児童の在校時、登下校時、在宅時等の別や、学校施設の避難地・避難所指定の有無等を考慮する。 
●登下校時における避難場所、避難方法、警戒宣言が発令された場合の学校の対応及び社会状況の変化等に
ついて、あらかじめ指導しておく。 

●地震発生時には、テレビ･ラジオ等で震度速報や津波情報等、速やかに情報収集する。 
・停電することも想定して、乾電池で稼働する携帯型ラジオ等を常備する。 

情報区分 発表内容 国や県・市町村の主な防災対応 

東海地震に関

連する調査情

報(臨時) 

〈通常とは異なる変化が観測され、その変化の原因に

ついての調査が行われる場合> 

東海地域における少なくとも 1 箇所のひずみ計で有意

な変化が観測された場合等で、東海地震との関連性に

ついて直ちに評価できない場合などに発表される。 

・情報収集連絡体制 

東海地震 

注意情報 

〈前兆現象である可能性が高まった場合> 

東海地域における２箇所のひずみ計での有意な変化 

が、前兆すべりによるものと矛盾がないと認められた

場合などで発表される。 

・準備行動(準備体制)の実施体制をとる 

・自衛隊を始めとする救援部隊や、医療救

護班の派遣準備の実施 

・住民に対する適切な広報 

東海地震 

予知情報 

<東海地震の発生のおそれがあると判断された場合> 

東海地域における３箇所以上のひずみ計での有意な変

化が、前兆すべりによるものと認められた場合などで

発表される。 

・内閣総理大臣が国民に対し「警戒宣言」

を発する。 

・地震災害警戒本部設置 

・地震防災応急対策の実施 

・救助・救急・消火部隊の周辺への派遣・

救護班をすぐに派遣できる体制の整備 

・必要な交通規制の実施 



(３)地震発生時における主な対応(在校中) 

  

管理職 教職員 地震発生 児 童 

安全確保 

避難誘導 

避難場所 

での安否確認

行方不明・負

傷者対応 

保護者への引

き渡し、被害

対応、 

教育委員会等

への報告 

への報告 

避難所運営

等の支援、

教育再開 

揺れが収まる 

学校災害対策本部設置 

放送をよく聞き、落ち

着いて教職員の指示に

従い避難する。 

その場に応じて、身を守るよう指示をすると

ともに、自身も身を守る行動をとる。 
身を守る行動をとる。 

児童生徒に適切な避難

経路を指示した上で先

導する。 

＊避難場所に集合後、点呼をとる。 

＊行方不明者の捜索や救出救助をする。 

＊負傷者の有無の確認、応急処置、医療機

関への搬送等の対応をとる。 

負傷者がいる場合

は助け合う。 

各班の役割に従い、行動する。 

教育委員会へ

被害状況を報告

する。 

＊避難所運営等にかかる支援をする。 

＊教育再開への準備をする。 

＊教職員の指示に従

い、保護者ととも

に帰宅する。 

＊場合によっては待

機する。 

児童生徒を保

護者へ引き渡

す等の対応を

する。引き渡

しのできない

児童を待機さ

せる。 

校内放送、ハンド

マイク等で全校に

避難を指示する。 

施設 ･設備 等
の被 害 状 況 
の 確認、危険
箇所の立ち入
り禁止措置を
する。必要に
応じて、消防
等 の 関 係 機
関、区災害対
策本部へ救助
要請をする。 



(４)地震発生時における主な対応(校外活動中) 

  
管理職 
(学校) 

教職員 
（校外） 地震発生 児 童 

安全確保 

避難誘導 

避難場所 

での安否確認

行方不明・負

傷者対応 

学校への連

絡、保護者、

教育委員会等

への報告、被

害対応 

今後の 

対応の決定 

揺れが収まる 

落ち着いて教職員の指

示に従い避難する。 

地形や状況に応じて、身を守
るよう指示をするとともに、
自身も身を守る行動をとる。 

身を守る行動を

とる。 

最寄りの安全な場所へ

避難させる。 

＊避難場所に集合後、点呼をとる。 

（状況により二次避難させる。） 

＊行方不明者の捜索や救出救助をす

る。 

＊負傷者の有無の確認、応急処置、医療

機関への搬送等の対応をとる。 

教育委員会へ

被害状況を報告

する。 

交通機関の状況や地域の安全状況を確認の上 

待機や学校へ戻るなどの対応をする。 

教職員の指示に従

い、行動する。 

必要に応じ

て、地元の消

防等の関係機

関等へ救助要

請をする。 

学校と連絡を
取り、状況を
報告し、指示
を受ける。 

身を守る行動を

とる。 

保護者へ状況

を連絡する。  

＊ 教 職 員 と 連
絡をとり、状況
を把握し、必要
な指示をする。 
＊テレビ、ラジオ 
等で地元の被害状
況を収集する。 

＊教職員とはぐれた

場合は、あらかじめ

決めておいた方法で

教職員と連絡を取

る。 

＊連絡がとれない場

合は、地元の警察や

公的機関等に行く

等、安全を確保する。 



(５)地震発生時における主な対応(登下校中) 

  

管理職 教職員 地震発生 児 童 

安全確保 

避 難 

安否確認行方

不明・負傷者

対応 

保護者への引

き渡し、被害

対応、 

教育委員会等

への報告 

への報告 避難所運営

等の支援、

教育再開 

揺れが収まる 

学校災害対策本部設置 

原則として、自宅

か学校か安全で近

い方へ向かう。 

自身も身を守る行動をとる。 
身を守る行動をとる。 

＊避難場所に集合後、点呼をとる。 

＊行方不明者の捜索や救出救助をする。 

＊負傷者の有無の確認、応急処置、医療機

関への搬送等の対応をとる。 

各班の役割に従い、行動する。 

教育委員会へ

被害状況を報告

する。 

＊避難所運営等にかかる支援をする。 

＊教育再開への準備をする。 

＊教職員の指示に従

い、保護者とともに

帰宅する。 

＊場合によっては待

機する。 

＊児 童 生 徒 を

保護者へ引き

渡す等の対応

をする。 

＊引 き 渡 し の  

できない児童

を 待 機 さ せ

る。 

＊施設･設備等
の被 害 状 況 
の 確認、危険
箇所の立ち入
り禁止措置を
する。 

＊ 必 要 に 応 じ
て、消防等の
関係機関、区
災害対策本部
へ救助要請を
する。 

学校に来た場合は、

教職員の指示に従

い避難する。 

帰宅した場合は、学

校へ連絡する。 



(６)東海地震注意情報または東海地震予知情報（警戒宣言）発生時における主な対応(在校中) 

  

管理職 教職員 地震発生 児 童 

所在把握 

避難者の受け

入れ、教育委

員会等への報

告 

学校災害対策本部設置 

＊情報収集に

努める。 

＊転倒落下防

止対策等の

再確認及び

必要に応じ

て強化を行

う。 

教職員に情報を周

知する。 
指示に従い、勝手な

行動をとらない。 

各班の役割に従い、行動する。 

地震発生または情報の解除 

＊教職員の指示

に従い、保護

者とともに帰

宅する。 

＊場合によって

は待機を継続

する。 

＊下校措置を講

じる。必要に

応じて、児童

を 保 護 者 へ

引き渡す等の

対応をする。 

＊帰宅や引き渡

しのできない

児童を待機さ

せる。（状況に

より二次避難

させる。） 

下校措置、 

保護者への引

き渡し、教育

委員会への報

告、情報収

集、施設・ 

設備等の点検 

 

 

＊避難者の受け入れ準備

等をする。 

＊避難者がいる場合、受け

入れを行う。 

避 難 者 を 受 け 入

れ た 場 合 、 区 災

害 本 部 及 び 教 育

委 員 会 へ 報告す

る。 

児童を教室に集合させ

るなどして所在を把握

する。 

教育委員会へ

下校措置の状

況を報告する。 



(７)休日・夜間等に発災した場合の対応 

  

地震発生 

安全確保 

学校参集 

教育委員会等

への報告、 

被害対応 

避難場所での

安否確認、行

方不明・負傷

者対応 

避難所運営

等の支援、

教育再開 

揺れが収まる 

地形や状況に応じて、身を守る
よう指示をするとともに、自身
も身を守る行動をとる。 

 

身を守る行動をとる。 

教職員は、児童の安全を最優先する。 

・出勤途上で知り得た情報を連絡班に報告

する。 

・校舎等の安全確保を行う。 

・避難所の開設及び管理運営に協力する。 

学校の被害状況の確認。 

教 育 委 員 会

へ 下 校 措 置

の 状 況 を 報

告する。 

＊避難所運営等にかかる支援をする。 

＊教育再開への準備をする。 

＊避難者の受け入れ準備等をする。 

＊避難者がいる場合、受け入れを行う。 

管理職 
(学校) 

教職員 
（校外） 

被害状況確認 

学校へ参集する。 

教育委員会へ 被害状況を

報告する。 

避 難 者 を 受 け 入

れ た 場 合 、 区 災

害 本 部 及 び 教 育

委 員 会 へ 報告す

る。 

発災当初の任務後、児童の安否確認をする。 

校長より指示が出た場合、自宅･家族の安全を
確保した上で参集する。 
・無理せずに所属校までの交通の状況の変化を

考え参集する。 
・自宅･家族の安全を確保した上で参集する。 
・交通機関の状況や地域の安全状況を確認の待

機や学校へ戻るなどの対応をとる。 



(８)緊急地震速報が放送された時における主な対応(在校中) 

  

※児童が在宅中に情報が発表された場合には、休校として児童は登校させない。 

 

 

 

（９）桜川小学校避難所運営について 

避難所の運営は学校や行政だけで行うことはできないため、避難者の自主的な運営

が必要になります。そのための連絡調整を行う会議が避難所運営協議会です。 

※ 初動体制づくり(学校・区職員) →   避難者による自主的な運営 

※ 学校職員……児童の安全確保  →   保護者への引き渡し   →    

→  教育活動再開への準備 → 避難所の運営参加 

 

１「学校に避難する」 

①鑓を開ける（正門、体育館入り口、体育館セコム解除） 

☆鍵をもっている人 

近隣協力員 ： 大内幸成  渡邊弘明   三井久夫 （桜川地域センター） 

※緊急時は窓を割って入ってもよい。 

 

②警備会杜に連絡する。セコムサービスセンターTEL（５９１４）１９２０ 

お客様コード８２６１９８  

２施設の安全を確認する。 

①火事は起きていないか。 

②建物は傾いていないか。 

③大きなひび割れはないか。建築事業者による安全確認 

３避難所の開設  

管理職 教職員 速報放送 児 童 

安全確保 

地 震 発 生 

身を守る行動をとる。 

以降は、地震発生時における主な対応に準じる。 

その場に応じて、身を守るよう指示をすると

ともに、自身も身を守る行動をとる。 



ア 避難所組織図・学校組織図 

 
避難所長：東新町二丁目町会長 

避難副所長：東新町二丁目町会副会長 

 

 

 

区防災対策本部 

教育委員会 

区避難班班長会 組織班編成 

収容所割り振り 

小学校校内 

防災対策本部 

防災対策本部 
立ち入り禁止場所指定 
避難所開設日誌 

避難所運営協議会 
・校長   ・副校長   ・主幹教諭 
・区職員  ・町会代表者 

 

 

渉外部 救護部 防災地震 

対策部 

給食部 広報部 物資部 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ部 動物対応部 
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イ 避難所開設から運営まで 

         地震発生(震度５強以上)         協力者 

震度５強以上の地震が発生した場合は、避難所開設の準備を開始すること。  

⇩ 

災害状況確認・家族安否確認 

電気ガスを止め、家族の安否確認をしてください。避難所に向かう際は防災服や動きやすい

服装で行きましょう。 

⇩ 
避難所への避難開始 

延焼火災がひどい場合などは広域避難場所に避難するなど、無理に避難所に行かないよう

注意してください。 

⇩ 

校庭への門扉開放 

夜間・休日の場合、避難所のすぐ近くに居住している近隣協力員が最初に避難所につくこと

が予想されます。避難者が訪れたら、校庭の門を開放します。 

⇩ 

                 校庭避難      学校・地域・区職員 

建物の安全確認が終わるまでは校庭で待機となります。校庭で町会毎に避難者の確認を行

うなど、周囲の安否情報を確認しましょう。 

⇩ 

施設安全点検 

最初に避難する建物は体育館になります。体育館を確認したら順次校舎の確認をしまし

ょう。 
⇩ 

体育館入り口受け入れ準備 

備蓄倉庫に毛布やブルーシートがありますので、手分けして避難者に配布しましょう。 

⇩ 

対策本部への連絡 

職員室にある無線を用いて災害対策本部に避難所開設状況について伝えましょう。 

⇩ 

災害対策本部から避難所開設についての指示 

災害対策本部より避難所の開設について連絡が入ります。 

⇩ 

傷病者・要援護者保健室搬送・受水槽バルブ閉め 

傷病者を保健室に搬送・受水槽のバルブを閉めて飲料水を確保するなどしてください。 

⇩ 

避難所運営協議会 

備蓄倉庫の管理方法・避難所のルールなどを検討してください。 

⇩ 

運営協議会で定めたルールについて行動 

運営に関しては、被災者も協力してもらい、効率的な運営を行ってください。 

※この流れはあくまでも参考です。地域の特性等も考慮して確認してください。 

  



ウ 平日及び休日夜間の避難方法について 

 

平日 

平日の学校教職員が在校中は、生徒の安全確保を第一優先し、区避難所隊・近隣協力員・建

設関連事業者・地域の協力者が到着するのを待ちながら、避難所開設の準備をします。 

①学校教職員は生徒の身の安全を確保した上で避難所の開設準備を行うこと。 

②町会は、一時集合場所に避難し、状況を確認の上、避難所へ向かうこと。 

③区職員(避難所隊)は業務を優先し災害対策本部の指示に従って避難所へ向かうこと。 

④建設関連事業者も身の安全、家族の安否を確認の上、避難所に向かうこと。 

⑤近隣協力員も身の安全、家族の安否を確認の上、避難所へ向かうこと。 

 

休日夜間 

休日・夜間に発災した場合、災害の状況によって、避難所長・副避難所長・教職員の到着の

著しい遅れや困難な場合が想定されます。休日・夜間に発災した場合も想定して、避難所開

設準備の手順を確認しましょう。 

①学校教職員は身の安全、家族の安否を確保した上で避難所へ向かうこと。 

②町会は、一時集合場所に避難し、状況を確認の上、避難所へ向かうこと。 

③避難所隊は身の安全、家族の安否を確認の上、避難所へ向かうこと。 

④建設関連事業者も身の安全、家族の安否を確認の上、避難所へ向かうこと。 

⑤近隣協力員も身の安全、家族の安否を確認の上、避難所へ向かい校庭の門扉を開放するこ

と。 

※休日・夜間に発災し、避難所長が不在時の体制についても検討しましょう。 

例……避難所長が到着するまでの代理を決める。 

例……避難所運営協議会を開催しその場で代理を決める。 

※建物倒壊が著しく避難所施設内への避難が難しい場合は近隣避難所への避難について

も検 

討すること。また延焼火災がひどい場合は広域避難場所へ避難すること。 

 

避難所開設準備時の注意 

①すぐに建物に入らず校庭で待機をする。 

②建物避難については、建設業者が建物を確認して問題がないようだったら建物避難を

開始する。 

③最初に避難する建物は体育館（使用できない場合は別の建物を使用すること） 

④避難者名簿・筆記用具が備蓄倉庫に入っているので、体育館の入口で受付の準備をする

こと。 

⑤状況に応じて毛布やブルーシートを配布すること。 

 

 


